


























要約:母子健康手帳の様式が昭和 62 年に改訂された。そこで政令市、特別区に勤務する歯

科医師、歯科衛生士を対象に、1 歳 6 ヵ月健診までの健診結果の記入と活用状況について

調査した。その結果では、健診の結果から直ちに a(健康)、b(要注意)、c(要治療)と判定

することは適切でないという意見が強かった。1歳6ヵ月児歯科健康診査要領を踏まえて、

改訂された母子健康手帳への記入とその後の歯科保健指導、母子健康手帳の活用に関して、

関係者に徹底を図る必要があると考えられた。 

北海道木古内町で、3～5歳児の幼児の齲蝕発生状況を歯面別に調査した結果では、乳臼歯

隣接面齲蝕の発生が著しくなることが明らかになり、早期の齲蝕発生変化を把握し、その

スクリーニングを行う必要性が指摘された。また、鹿児島県において、県下の歯科保健情

報システムについて調査した結果では、疾病の有病状況等に関する情報はあるものの、受

診勧告後の追跡など歯科保健活動の過程や地域の比較に必要な情報が十分でないという結

果が得られた。 


